
４－１　目標の対象である審議会等委員への女性の登用（都道府県・政令指定都市）
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北 海 道 ３０％（Ｈ１９） 141 102 22.9 Ｈ１４．６ 46 44 16.2 Ｈ１４．６
青 森 県 ３０％（Ｈ１２） 82 78 36.3 Ｈ１５．３ 32 28 32.6 Ｈ１５．３
岩 手 県 ５０％（Ｈ２２) 72 71 29.8 Ｈ１５．３ 29 29 26.1 Ｈ１５．３
宮 城 県 ４０％（Ｈ２２） 94 90 28.7 Ｈ１５．４ 31 25 20.6 Ｈ１５．４
秋 田 県 ５０％（Ｈ２２） 211 188 26.6 Ｈ１５．４ 30 27 20.4 Ｈ１５．４
山 形 県 ３０％（Ｈ１７） 88 78 25.6 Ｈ１５．３ 23 22 22.1 Ｈ１５．３
福 島 県 ３３．３％（Ｈ２２） 67 66 28.8 Ｈ１５．４ 27 27 26.7 Ｈ１５．４
茨 城 県 ３０％（H１７） 65 64 24.6 Ｈ１５．３ 32 28 17.0 Ｈ１５．３
栃 木 県 ３５％（Ｈ１７） 75 56 27.1 Ｈ１５．３ 33 25 24.6 Ｈ１５．３
群 馬 県 ３３．３％（Ｈ１７） 200 185 23.4 Ｈ１５．３ 27 24 19.6 Ｈ１５．３
埼 玉 県 ３５%(H18)、４０%(H22) 74 70 25.7 Ｈ１４．６ 29 29 19.7 Ｈ１４．６
千 葉 県 ３０％（Ｈ１７） 179 165 24.1 Ｈ１５．３ 34 33 14.1 Ｈ１５．３
東 京 都 ３５％（Ｈ１６） 198 165 24.3 Ｈ１４．４ 31 27 15.0 Ｈ１４．４

神 奈 川 県 ３５％（Ｈ１９） 111 110 28.8 Ｈ１５．３ 31 29 20.6 Ｈ１５．３
新 潟 県 ３０％（H１７） 68 63 24.9 Ｈ１４．１２ 32 29 18.2 Ｈ１５．３
富 山 県 ３０％（Ｈ１７） 90 88 26.9 Ｈ１４．６ 31 27 18.9 Ｈ１４．６
石 川 県 ３０％（Ｈ１７） 123 115 24.7 Ｈ１５．３ 34 28 20.4 Ｈ１５．３
福 井 県 ３０％（Ｈ１７） 129 116 24.9 Ｈ１５．３ 31 27 18.2 Ｈ１５．３
山 梨 県 ３３．３％（H１８） 95 71 24.8 Ｈ１５．３ 27 21 22.7 Ｈ１５．３
長 野 県 ３５％（Ｈ１７） 84 76 24.2 Ｈ１５．３ 23 20 22.0 Ｈ１５．３
岐 阜 県 ３０％（Ｈ１４） 187 178 30.5 Ｈ１５．３ 29 28 27.2 Ｈ１５．３
静 岡 県 ３０%(H17)、３５%(H22) 86 74 26.7 Ｈ１５．３ 28 25 23.3 Ｈ１５．３
愛 知 県 ３０％（Ｈ１７） 68 61 27.8 Ｈ１５．１ 30 28 17.9 Ｈ１５．３
三 重 県 ３２％（Ｈ１６） 81 70 28.1 Ｈ１５．３ 29 28 24.4 Ｈ１５．３
滋 賀 県 ３０％（Ｈ２２） 104 96 27.9 Ｈ１５．３ 24 24 23.6 Ｈ１５．３
京 都 府 ３３.３％（Ｈ１７） 91 91 29.1 Ｈ１５．３ 27 27 23.5 Ｈ１５．３
大 阪 府 ３分の１（Ｈ１７） 75 75 31.9 Ｈ１５．４ 32 32 19.9 Ｈ１５．４
兵 庫 県 ３０％（H１７） 256 236 24.7 Ｈ１５．３ 27 25 16.3 Ｈ１５．３
奈 良 県 ３０％（Ｈ１７） 158 123 23.1 Ｈ１５．３ 27 25 20.0 Ｈ１５．３

和 歌 山 県 ３０％（H17）、４０％（H22） 110 93 21.8 Ｈ１５．３ 29 23 13.1 Ｈ１４．６
鳥 取 県 ４０％（Ｈ１７） 65 46 40.7 Ｈ１５．３ 26 20 36.6 Ｈ１５．３
島 根 県 ４０％（H１７） 72 55 29.2 Ｈ１５．４ 27 25 20.5 Ｈ１５．４
岡 山 県 ２５%(H17),３０%（H22) 89 85 22.1 Ｈ１５．３ 31 28 18.7 Ｈ１５．３
広 島 県 ３０％（Ｈ１７） 46 46 28.1 Ｈ１５．３ 28 25 17.9 Ｈ１５．３
山 口 県 ３０％（Ｈ１８） 62 51 23.0 Ｈ１５．３ 29 23 18.1 Ｈ１５．３
徳 島 県 ３０％（Ｈ１８） 70 64 25.0 Ｈ１５．３ 29 25 18.9 Ｈ１５．３
香 川 県 ３０％（Ｈ１７） 57 49 25.1 Ｈ１５．３ 31 25 21.9 Ｈ１５．３
愛 媛 県 ３３.３%(H17),４０%(H22) 134 118 27.5 Ｈ１５．４ 28 24 19.4 Ｈ１５．４
高 知 県 ４０％（Ｈ１７） 147 131 27.4 Ｈ１５．３ 30 29 23.6 Ｈ１５．３
福 岡 県 ３５％（Ｈ１７） 103 102 32.1 Ｈ１４．６ 30 26 23.8 Ｈ１５．３
佐 賀 県 ３０％（Ｈ１８） 127 115 24.2 Ｈ１５．３ 28 23 18.6 Ｈ１５．３
長 崎 県 ３０％（Ｈ２１） 58 54 19.4 Ｈ１５．３ 31 27 17.2 Ｈ１５．３
熊 本 県 ３０％（Ｈ１７） 152 133 27.1 Ｈ１５．３ 31 29 20.6 Ｈ１５．３
大 分 県 ３０％（Ｈ１７） 114 97 22.8 Ｈ１５．３ 26 25 21.0 Ｈ１５．３
宮 崎 県 ３０％（Ｈ２２） 105 96 22.1 Ｈ１５．３ 30 27 16.3 Ｈ１５．３

鹿 児 島 県 ３０％（H20）、３５％（H22） 91 89 27.1 Ｈ１５．３ 30 29 22.7 Ｈ１５．３
沖 縄 県 ３０％（Ｈ２３） 144 137 27.0 Ｈ１５．４ 28 26 25.5 Ｈ１５．４

計 5,098 4,582 26.2 1,388 1,250 20.5
札 幌 市 ４０％（Ｈ２４） 94 84 26.6 Ｈ１５．３ 10 10 18.0 Ｈ１５．３
仙 台 市 ３０％（Ｈ１９） 106 92 27.2 Ｈ１５．３ 13 10 19.3 Ｈ１５．３
千 葉 市 ３０％（Ｈ２２） 141 99 22.3 Ｈ１４．８ 11 10 13.5 Ｈ１４．８
横 浜 市 ３５％（Ｈ１８） 112 104 30.8 Ｈ１４．７ 29 28 19.5 Ｈ１４．７
川 崎 市 ３０％（Ｈ１２） 214 196 26.0 Ｈ１４．６ 12 11 18.5 Ｈ１４．６

名 古 屋 市 ４０％（Ｈ２２） 100 85 20.0 Ｈ１４．８ 12 12 14.4 Ｈ１４．８
京 都 市 ３５％（Ｈ２２） 171 141 24.6 Ｈ１５．３ 33 11 16.8 Ｈ１５．３
大 阪 市 ３５％（Ｈ１７） 59 56 28.9 Ｈ１５．３ 11 9 17.3 Ｈ１５．３
神 戸 市 ３０％（Ｈ１９） 96 72 26.6 Ｈ１５．３ 13 12 11.9 Ｈ１５．３
広 島 市 ３０％（Ｈ２２） 111 80 24.7 Ｈ１５．４ 11 9 18.8 Ｈ１５．４
福 岡 市 30%(H17),35%（H22) 240 227 28.5 Ｈ１５．６ 22 18 17.0 Ｈ１５．６

北 九 州 市 ３５％（Ｈ１６） 101 86 27.3 Ｈ１４．６ 13 11 18.4 Ｈ１４．６
さいたま市    設定なし     *注2 80 61 22.1 Ｈ１５．３ 7 5 9.9 Ｈ１５．３

計 1,625 1,383 26.0 197 156 16.4
合 計 6,723 5,965 26.2 1,585 1,406 19.9

*注2   さいたま市の目標値は、合併に伴い計画が平成１５年度中に策定予定という状況のため、現在は設定されていない。

*注1  法律又は政令により地方公共団体に置かなければならない審議会のうち、地方自治法改正（平成１２年４月１日）
        以前に別表７として示されていた審議会における登用状況。
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